
船舶インシデント調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年２月１７日０２時３５分ごろ 

発生場所 和歌山県白浜町市江
い ち え

埼北西方沖 

 市江埼灯台から真方位２９６°３.８海里付近 

 （概位 北緯３３°３７.０ 東経１３５°１９.８′） 

インシデントの概要  アスファルト運搬船熱
あつ

田
た

丸は、北西進中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年２月２４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

アスファルト運搬船 熱田丸、７４９トン 

 １４３７１４、コスモ海運株式会社 

 ディーゼル機関、船内機、１,４７１kＷ、令和元年１１月 

 ４サイクル、回転数毎分７５０、６気筒、ボア２６０mm、使用燃料 

 Ｃ重油、令和元年１０月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、三級（機関）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、アスファルト  

１,１００kℓ を積載し、主機を回転数毎分約７００とし、市江埼南方

沖を約１０ノットの対地速力で北西進していた。 

 機関長は、船尾から順に番号が付された主機４番シリンダの排ガス

高温警報が鳴ったことを知り、主機を中立運転として点検した。 

 機関長は、主機４番シリンダの燃料噴射ポンプ（以下「本件ポン

プ」という。）の据付けボルト４本中１本が破断し、残り３本が緩

み、本件ポンプが据付け台座上で上下に動き、燃料油管数箇所に亀裂

が生じて燃料油が漏油しているのを認めた。 

 本船は、漏油個所にゴムチューブを巻き付けるなど応急措置が施さ

れたものの運転の継続が困難となり、機関長がその旨を船長に報告し

た。 

 船長は、自力航行を断念し、主機を停止して、付近に錨泊した後、

船舶運航者にタグの手配を要請した。 

 本件ポンプは、主機製造会社の調査の結果、同社にて据付け時、据

付けボルト４本中３本が規定トルクで締め付けられていない状態で 



あったと判明し、施工時における作業工程の確認不足であったとされ

た。 

 本船は、令和２年４月就航した後、約１０か月経過し、主機製造会

社による保証期間内であり、本件ポンプの点検時期には達していな 

かった。 

分析  本船は、本件ポンプの据え付け時に据付けボルト４本中３本が規定

トルクで締め付けられていない中、約１０か月経過した状態で北西進

中、駆動力が集中した据付けボルト１本が破断、３本が緩んだことか

ら、本件ポンプが据付け台座上で上下に動き、燃料油管数箇所に亀裂

が生じ、燃料油が漏油して主機の運転ができなくなり、運航不能と 

なったものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、本件ポンプの据え付け時に据付けボル

ト４本中３本が規定トルクで締め付けられていない中、約１０か月経

過した状態で北西進中、駆動力が集中した据付けボルト１本が破断、

３本が緩んだため、本件ポンプが据付け台座上で上下に動き、燃料油

管数箇所に亀裂が生じ、燃料油が漏油して主機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機製造会社は、製造工程の手順を適切に遵守して主機の製造に

当たること。また、本船側はできるだけ作業時に立ち会い、燃料

噴射ポンプの据え付けが適切に行われているか確認することが望

ましい。 

 


